
 

 

議案第９６号 

 

山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２９年１２月５日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例 

（山陽小野田市税条例の一部改正） 

第１条 山陽小野田市税条例（平成１７年山陽小野田市条例第８８号）の一部

を次のように改正する。 

第６１条の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

  附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

附則第１０条の２第１７項を同条第１９項とし、同条第１６項の次に次の

２項を加える。 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

（山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年山陽小野田



 

 

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新市税条例第

８２条及び新市税条例」を「山陽小野田市税条例第８２条及び」に改め、「左

欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。 

第８２条第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

第８２条第２号ア

（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第８２条第２号ア

（ウ）ｂ 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条第１項 

 

 

第８２条 山陽小野田市税条例等の一部を

改正する条例（平成２６年山陽

小野田市条例第２０号。以下こ

の条において「平成２６年改正

条例」という。）附則第６条の規

定により読み替えて適用される

第８２条 

附則第１６条第１項

の表第２号ア（イ）

の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８２条第２号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条第１項

の表第２号ア（ウ）

ａの項 

第２号ア（ウ）

ａ 

平成２６年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８２条第２号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条第１項

の表第２号ア（ウ）

ｂの項 

第２号ア（ウ）

ｂ 

平成２６年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８２条第２号ア（ウ）ｂ 



 

 

 ３，８００円 ３，０００円 

 ５，０００円 ４，０００円 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中山陽小野田市税条例附則第５条第１項の改正規定及び次条の規

定 平成３１年１月１日 

 (2) 第２条の規定 平成３１年１０月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の山陽小野田市税条例の規定中

個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 この条例による改正後の山陽小野田市税条例第６１条の２の規定は、

平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。 
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山陽小野田市税条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合）  

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。 

 

 

附 則 

 

附 則 

  

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、そ

の者の前年の所得について第３３条の規定により算定した

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１

を加えた数を乗じて得た金額（その者が同一生計配偶者又

は扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円を加算

した金額）以下である者に対しては、第２３条第１項の規

定にかかわらず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割

を除く。）を課さない。 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、そ

の者の前年の所得について第３３条の規定により算定した

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３５万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に１

を加えた数を乗じて得た金額（その者が控除対象配偶者又

は扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円を加算

した金額）以下である者に対しては、第２３条第１項の規

定にかかわらず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割

を除く。）を課さない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）  （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２（略） 第１０条の２（略） 

２～１６（略） ２～１６（略） 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。 

 

１８ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定

める割合は３分の２とする。 

 

１９ （略） １７ （略） 
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山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

  

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた

３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に

係る山陽小野田市税条例第８２条及び附則第１６条の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた

３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新市

税条例第８２条及び新市税条例附則第１６条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８２条第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

第８２条第２号ア

（ウ）ａ 
６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第８２条第２号ア

（ウ）ｂ 
３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条第１

項 
第８２条 山陽小野田市税条

例等の一部を改正

する条例（平成 

２６年山陽小野田

市条例第２０号。

以下この条におい

新市税条例第８２

条第２号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

新市税条例附則第

１６条第１項の表

以外の部分 

第８２条 山陽小野田市税条

例等の一部を改正

する条例（平成 

２６年山陽小野田

市条例第２０号。

以下「平成２６年

改正条例」とい
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て「平成２６年改

正条例」とい

う。）附則第６条

の規定により読み

替えて適用される

第８２条 

附則第１６条第１

項の表第２号ア

（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条

例附則第６条の規

定により読み替え

て適用される第 

８２条第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条第１

項の表第２号ア

（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 平成２６年改正条

例附則第６条の規

定により読み替え

て適用される第 

８２条第２号ア

（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条第１

項の表第２号ア

（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 平成２６年改正条

例附則第６条の規

定により読み替え

て適用される第 

う。）附則第６条

の規定により読み

替えて適用される

第８２条 

新市税条例附則第

１６条第１項の表 
第２号ア 平成２６年改正条

例附則第６条の規

定により読み替え

て適用される第２

号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 
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８２条第２号ア

（ウ）ｂ 

 ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 
 

 


